
議第１０８号 

コテージかまがり設置条例の一部を改正する条例の制定について 

コテージかまがり設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   コテージかまがり設置条例の一部を改正する条例 

 コテージかまがり設置条例（平成１７年呉市条例第４０号）の一部を次のように

改正する。 

第１条の表中 

「 

呉市蒲刈町大浦字沖浦８０２９番地１，８０３１番地１

及び蒲刈町大浦字鯖床８４３１番地，８４３２番地，８

４３４番地１・２,８４３７番地１ 

 

を 

                           」 

「 

呉市蒲刈町大浦字沖浦７６４６番地１０,８０２９番地

１，８０３１番地１及び蒲刈町大浦字鯖床８４３１番

地，８４３２番地，８４３４番地１・２,８４３７番地１ 

 

 に改める。 

                           」 

別表１宿泊使用の表中 

「 

使用料（１棟１泊につき） 

 を 

定員５人用 定員１０人用 

18,000 円 27,000 円 

20,000 円 30,000 円 

20,000 円 30,000 円 

20,000 円 30,000 円 

22,000 円 33,000 円 

22,000 円 33,000 円 

                          」 

「 

使用料（１棟１泊につき） 

 に改め，同表２休憩使 

定員二人用 定員４人用 定員５人用 定員１０人用 

10,000 円 16,000円 18,000 円 27,000 円 

12,000 円 18,000円 20,000 円 30,000 円 

12,000 円 18,000円 20,000 円 30,000 円 

12,000 円 18,000円 20,000 円 30,000 円 

14,000 円 20,000円 22,000 円 33,000 円 

14,000 円 20,000円 22,000 円 33,000 円 

                         」 

用の表中 



「 

定員５人用 3,000円 

                                   」 

を 

「 

定員二人用 2,000円 

定員４人用 2,500円 

定員５人用 3,000円 

                                   」 

に改める。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布

の日から施行する。 

（準備行為） 

２ 使用許可の申請その他コテージかまがりの管理に関して必要な準備行為は，こ

の条例の施行前においても行うことができる。 

 

 

 

（提案理由） 

 コテージかまがりに建物を新築することに伴い，当該建物に係る位置を追加する

とともに，使用料の額を定めるため，この条例案を提出する。 


